
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  酸性水及びアルカリ水の生成時にイオン
物質を溶出させて原水の電解剤として使用される電解用
材料であって、
珪藻、藍藻類の化石の堆積土が固化した植物性の化石土
類からなる素材を所定のブロック形状に成形して、２０
０～３００℃程度の温度で加熱して表面を硬化して形崩
れしないようにした材料本体を有し、この材料本体は、
その内部の組成が変化しておらず無数の微細な孔や堆積
層間の空隙が存在することを特徴とする酸性水及びアル
カリ水の生成に用いる電解用材料。
【請求項２】  前記材料本体を、表面に多数の透孔を有
するケースに収容するようにしたことを特徴とする請求
項１に記載の酸性水及びアルカリ水の生成に用いる電解
用材料。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、水道水などの水を
化学処理、電気分解等を行うことなく、天然に産する鉱
物を用いて酸性水及びアルカリ水に改質製造する天然鉱
物による酸性水及びアルカリ水の生成に使用する電解用
材料に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】酸性水を得るには、特願昭６３－５１７
６５号や特願昭６３－４９８６１号などに提案されてい
るように、電解槽内を隔膜で２室に仕切り、その両室に
電極を設け、これらの電極を直流電源に接続して陽極室
と陰極室とを形成し、陽極室と陰極室とに、電解剤とし
て食塩（塩化ナトリウム）などを混入した水道水を供給
し、この水道水を電気分解することで陽極室から酸性水
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を生成させることにより行われていた。なお、陰極室か
らはアルカリ水が生成する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来の水の酸性水及びアルカリ水の製造方法では、そ
の電解処理によって、次亜塩素酸と塩素ガスなどの有毒
物質等が発生して環境に対して悪影響を及ぼし、また、
次亜塩素酸と塩素ガスなどの有毒物質を除去するため
に、除去装置が必要になり製造コストが割高になるとい
う問題点があった。
【０００４】このような問題点を解決するものとして、
本出願人は先の出願（特願２０００－１５６６８３）
で、大量の酸性水及びアルカリ水を、次亜塩素酸と塩素
ガスを発生させずに製造することができて、環境に対し
て悪影響を及ぼさず、しかも製造コストが安価になる酸
性水及びアルカリ水の製造方法を提唱した。
【０００５】本発明は、この酸性水及びアルカリ水の製
造方法に使用する電解用材料に着目して成されたもので
あって、その目的とするところは、吸湿剤、吸臭剤及び
廃油の吸収剤等として使用することができるばかりか、
乾燥もしくは燃焼させることにより繰り返し吸湿剤、吸
臭剤及び廃油の吸収剤等に使用することが可能な酸性水
及びアルカリ水の生成に用いる電解用材料を提供するこ
とにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明に係る酸性水及びアルカリ水の生成に用い
る電解用材料は、酸性水及びアルカリ水の生成時にイオ
ン物質を溶出させて原水の電解剤として使用される電解
用材料であって、珪藻、藍藻類の化石の堆積土が固化し
た化石土類からなる素材を所定のブロック形状に成形し
て、２００～３００℃程度の温度で加熱して表面を硬化
して形崩れしないようにした材料本体を有し、この材料
本体は、その内部の組成が変化しておらず無数の微細な
孔や堆積層間の空隙が存在するものである。
【０００７】かかる構成により、化石土類からなる電解
用材料を、そのまま乾燥させることにより、化石土類の
無数の微細な孔から水が放出されて、無数の微細な孔や
堆積層間の空隙がそのまま残り、高い吸湿性及び吸臭性
を保有するようになる。
【０００８】したがって、乾燥した電解用材料を、吸湿
剤、吸臭剤等に使用することができる。例えば、部屋の
押入れ、タンス等に配置して、吸湿及び吸臭を行う。ま
た、冷蔵庫等に入れて吸臭に使用する。
【０００９】また、吸湿もしくは吸臭を終えた電解用材
料を再度の乾燥により再使用状態にして、吸湿剤、吸臭
剤として再使用することができる。
【００１０】また、電解用材料を乾燥させることによ
り、この電解用材料を油、例えば、調理（テンプラ）処
理後の廃油の吸収材料として使用することができる。

【００１１】廃油を吸収した電解用材料を、燃焼炉等で
燃焼させると、この化石土類が吸収した廃油分のみが燃
焼して、電解用材料は、そのまま残り、再び廃油吸収材
料として使用することができる。
【００１２】また、本発明に係る酸性水及びアルカリ水
の生成に用いる電解用材料は、上記した本発明に係る酸
性水及びアルカリ水の生成に用いる電解用材料におい
て、材料本体を、表面に多数の透孔を有するケースに収
容するようにしたものである。
【００１３】かかる構成により、化石土類からなる材料
本体をケースに収納した状態で、そのまま乾燥させるこ
とにより、材料本体の無数の微細な孔から水が放出され
て、無数の微細な孔や堆積層間の空隙がそのまま残り、
高い吸湿性及び吸臭性を保有するようになる。
【００１４】したがって、乾燥した電解用材料を、吸湿
剤、吸臭剤等に使用することができる。例えば、部屋の
押入れ、タンス等に配置して、吸湿及び吸臭を行う。ま
た、冷蔵庫等に入れて吸臭に使用する。
【００１５】また、吸湿もしくは吸臭を終えた電解用材
料を再度の乾燥により再使用状態にして、吸湿剤、吸臭
剤として再使用することができる。
【００１６】また、ケースから内部の材料本体を取り出
し、この材料本体を乾燥させることにより、この材料本
体を油、例えば、調理（テンプラ）処理後の廃油の吸収
材料として使用することができる。
【００１７】廃油を吸収した材料本体を燃焼炉等で燃焼
させると、廃油分のみが燃焼して、材料本体は、そのま
ま残り、再び廃油吸収材料として使用することができ
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。
【００１９】図１は本発明に係る酸性水及びアルカリ水
の製造方法に使用する製造設備の斜視図である。
【００２０】天然鉱物による酸性水及びアルカリ水の製
造方法には、図１に示す製造設備１が使用される。この
製造設備１はガラス製もしくはプラスチックス製の容器
からなる電解槽（槽）２と水供給装置１０と電圧印加手
段である直流電圧印加装置２０とを備えている。
【００２１】電解槽２の内部は、イオン交換手段である
イオン交換膜３を有する仕切り壁４により酸性水生成域
５とアルカリ水生成域６とに区画してある。なお、イオ
ン交換手段はイオン交換膜３に限らず、板状の多孔質の
セラミックス等であってもよい。
【００２２】水供給装置１０は、バルブ２７－１を有す
る水道水の供給配管１１を備えており、この供給配管１
１には一方及び他方の分岐管１２、１３がそれぞれ分岐
されており、一方の分岐管１２は酸性水生成域５の上方
に、その開口部を臨ませており、また、他方の分岐管１
３はアルカリ水生成域６の上方に、その開口部を臨ませ
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ている。
【００２３】また、電解槽２には、酸性水生成域５から
酸性水を取り出すための、バルブ２７－２を有する取出
管１４とアルカリ水生成域６からアルカリ水を取り出す
ための、バルブ２７－３を有する取出管１５とが設けて
ある。
【００２４】また、直流電圧印加装置２０は、直流電圧
発生装置（バッテリ）２１と、この直流電圧発生装置２
１の陽電極側にリード線２３で接続された陽電極棒（陽
極）２４と、直流電圧発生装置２１の陰電極側にリード
線２５で接続された陰電極棒（陰極）２６と、リード線
２３に設けたスイッチ２２とを備えている。そして、陽
電極棒２４は酸性水生成域５内に、陰電極棒２６はアル
カリ水生成域６内にそれぞれ挿入してある。
【００２５】そして、酸性水生成域５及びアルカリ水生
成域６内にはそれぞれ水供給装置１０から原水である水
道水４０は供給されていて、酸性水生成域５内には、非
金属鉱物（化石土類）からなる一方の電解用材料５０
が、アルカリ水生成域６内には珪酸塩鉱物（凝灰岩）か
らなる他方の電解用材料６０がそれぞれ水量の１０％程
度が投入してある。
【００２６】水道水４０は、１００μＳ／ｃｍ以上の導
電率、ミネラル成分陽イオン２０ｍｇ／ｌ以上、塩化物
イオン３０ｍｇ／ｌ以上、硬度５０以上である。
【００２７】一方の電解用材料５０は、非金属鉱物（化
石土類）を、図２に示すように長方形の立方体に成形し
て、遠赤外線により２００～３００℃程度の温度で加熱
して、表面を硬化して形崩れしないようにした材料本体
５０－１を有している。この材料本体５０－１の内部の
組成は変化しないし、また、材料本体５０－１の表面に
付着している苔（藻）の種等は加熱により死滅する。
【００２８】また、非金属鉱物（化石土類）は珪藻の化
石の堆積土が固化したものや、藍藻類の化石の堆積土が
固化したものである。珪藻土は珪藻殻の堆積土であり、
珪藻は、海や湖に浮遊する藻の一種であり、単細胞の植
物で、水から養分を吸い上げシリカを吸収して細胞膜を
作り、この細胞膜の化石が珪藻殻である。この珪藻殻の
化石は０．１ミクロン～１０ミクロンというミクロな独
立細胞をなし、その表面には無数の微細な孔に覆われて
いる。そして、この珪藻土は、地中にあるとき、火山活
動、地殻変動等により水素イオンを含む物質、硫化物、
塩化物などを含むシルカ質の非金属鉱物（化石土類）で
ある。
【００２９】また、藍藻は、ユレ藻、ネンジュ藻など多
種にわたって存在しており、自ら動く性質のない単細胞
体であり、遊離あるいは塊状、糸状の群体をなして生活
しており、核がなく体分裂だけによって繁殖するもので
ある。この藍藻は化石化するし、地中にあるとき、火山
活動、地殻変動等により水素イオンを含む物質、硫化物
及び塩化物などを含むシルカ質の非金属鉱物（化石土

類）である。
【００３０】これらの非金属鉱物（化石土類）は、天然
に数十種類存在していて、このうちの赤褐色、灰黒色の
ものを使用する。
【００３１】一方の電解用材料５０は酸性水生成域５内
の水中に放置されると、水道水４０は内部の非金属鉱物
（化石土類）からなる材料本体５０－１に接触する。こ
の非金属鉱物（化石土類）は多数の堆積層を有してお
り、この非金属鉱物（化石土類）が水に触れると、その
表面の無数の微細な孔から水が侵入するようになるし、
また、堆積層間の空隙が拡張し、その瞬間に水が侵入す
るようになる。
【００３２】非金属鉱物（化石土類）の組成は、
珪素（珪酸）                        ７８％
アルミニウム（酸化アルミニウム）    １０％
鉄（酸化鉄）                          ４．０％
カリウム（酸化カリウム）              ４．０％
カルシウム（酸化カルシウム）          ２．０％
硫黄（硫酸塩）                        １．０％
その他、微量の銅、チタニウム、ニッケル、ストロンチ
ウム、ルビニウムを含む。
【００３３】珪酸塩鉱物（凝灰岩）６０の組成は、
珪酸                    約７８％
酸化アルミニウム          １０％
酸化ナトリウム              ４％
酸化カリウム                ４％
酸化鉄                      １％
酸化マグネシウム            １％
酸化カルシウム              １％
その他、微量の硫黄、チタニウム、マンガン、バリウ
ム、ジルコニウム、パラジウム、ストロンチウムを含
む。
【００３４】上記したように、水道水４０中に電解剤と
して一方の電解用材料（非金属鉱物）５０及び他方の電
解用材料（珪酸塩鉱物）６０を投入することによりに水
道水４０に非金属鉱物及び珪酸塩鉱物からイオン物質が
溶出して、水道水４０が電解質溶液（電解液）になる。
【００３５】そして、直流電圧印加装置２０を駆動して
酸性水生成域５内の陽電極棒２４及びアルカリ水生成域
６内の陰電極棒２６に電圧を印加して、電解質溶液であ
る水道水４０に電流を通すと、アルカリ水生成域６にお
いて珪酸塩鉱物６０から溶出したイオン物質のうち陰イ
オン物質はイオン交換膜３の選択透過により酸性水生成
域５に移動して水素イオン濃度を高め、また、酸性水生
成域５において非金属鉱物５０から溶出したイオン物質
のうち陽イオン物質はイオン交換膜３の選択透過により
アルカリ水生成域６側に移動して、酸性水生成域５内の
水道水４０は酸性水に、アルカリ水生成域６内の水道水
４０はアルカリ水にそれぞれ改質される。
【００３６】このように、水道水４０を、天然に産する
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非金属鉱物（化石土類）と珪酸塩鉱物（凝灰岩）とを用
いて酸性水及びアルカリ水に次亜塩素酸と塩素ガスを発
生させずに改質することができるために、環境に対して
悪影響を及ぼすことなく大量の酸性水を低コストで生成
することができる。
【００３７】この場合、水道水４０の水量と直流電圧印
加装置２０による直流電圧との関係は、水道水４０の水
量１０リットル（ｌ）に対して０．５ｍＡ水道水４０の
水量１００リットル（ｌ）に対して５ｍＡ水道水４０の
水量１キロリットル（Ｋｌ）に対して５ｍＡ水道水４０
の水量１０キロリットル（Ｋｌ）に対して０．５Ａ水道
水４０の水量１００キロリットル（Ｋｌ）に対して５Ａ
である。
【００３８】そして、酸性水とアルカリ水との生成時間
は、
酸性水                  アルカリ水

ｐＨ  ６．０            ｐＨ  ７．５        ６時間
ｐＨ  ４．５            ｐＨ  ８．０      １２時間
ｐＨ  ３．５            ｐＨ  ８．５      １８時間
ｐＨ  ２．６            ｐＨ  ９．４      ２４時間
である。
【００３９】このように、わずかな直流電圧で、大量の
酸性水及びアルカリ水の製造を、次亜塩素酸と塩素ガス
を発生させずに生産することができる。
【００４０】上記のようにして水道水４０が改質されて
得られた酸性水及びアルカリ水の分析の結果を次に示
す。この酸性水及びアルカリ水の分析は（社団法人東京
都食品協会、東京食品技術研究所）に委託して行った試
験検査成績書からの抜粋である。
【００４１】酸性水
試験検査の内容及び成績

ｐＨ値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．６
電気伝導率（- μＳ／ｃｍ）・・・・・・・・・１１００
酸化還元電位（ＯＲＰ）・・・・・・・・・・・・４５０
溶存酸素（ＤＯ）・・・・・・・・・・・・・・・・１９
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（ｍｇ／ｌ）・・・・・・１．６
塩化物イオン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・３１
硫酸イオン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・１４０
硬度（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・３９
有機物（過マンガン酸カリウム）消費量ｍｇ／ｌ・・・５．９
リン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・０．２
銅（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１４
亜鉛（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１０
鉄（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．６
マンガン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・０．２５
カルシウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・１０
マグネシウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・３．６
ナトリウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・１３
クロロホルム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・０．００５
ジブロモクロロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・０．００１未満
ブロモジクロロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・０．００２
ブロモホルム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・０．０１７
総トリハロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・０．０２４

【００４２】アルカリ水 試験検査の内容及び成績
ｐＨ値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９．４
電気伝導率（- μＳ／ｃｍ）・・・・・・・・・・５５０
酸化還元電位（ＯＲＰ）・・・・・・・・・・・・１５０
溶存酸素（ＤＯ）・・・・・・・・・・・・・・・・・７．９
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（ｍｇ／ｌ）・・・・・・１．７
塩化物イオン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・２６
硫酸イオン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・８１
硬度（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・１９
有機物（過マンガン酸カリウム消費量ｍｇ／ｌ・・・・７．６
リン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１未満
銅（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．０３
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亜鉛（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・０．０３８
鉄（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．８６
マンガン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・０．０７０
カルシウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・・６
マグネシウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・１．８
ナトリウム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・９３
クロロホルム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・０．００１
ジブロモクロロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・０．００１未満
ブロモジクロロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・０．００１未満
ブロモホルム（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・・・０．００２
総トリハロメタン（ｍｇ／ｌ）・・・・・・・・・・・０．００３

【００４３】次に、上記したようにして酸性水及びアル
カリ水を生成した後（使用済み）の電解用材料５０の使
用（利用）方法について説明する。
【００４４】電解用材料５０を、酸性水生成域５内の水
中から引上げ、そのまま乾燥させることにより、電解用
材料５０の無数の微細な孔から水が放出されて、無数の
微細な孔や堆積層間の空隙がそのまま残り、この電解用
材料５０の含水率は４０％  （その体積の４０％）程度
になって、高い吸湿性及び吸臭性を保有するようにな
る。
【００４５】したがって、乾燥した電解用材料５０を吸
湿剤、吸臭剤等に使用することができる。例えば、部屋
の押入れ、タンス等に配置して、吸湿及び吸臭を行う。
また、冷蔵庫等に入れて吸臭に使用する。
【００４６】吸湿もしくは吸臭を終えた電解用材料５０
を再度の乾燥により再使用状態にして、吸湿剤、吸臭剤
として再使用することができる。
【００４７】また、電解用材料５０を酸性水生成域５内
の水中から引上げて乾燥させることにより、この電解用
材料５０を油、例えば、調理（テンプラ）処理後の廃油
の吸収材料として使用する。
【００４８】廃油を吸収した電解用材料５０を、燃焼炉
等で燃焼させると、この電解用材料５０が吸収した廃油
分のみが燃焼して、電解用材料５０は、そのまま残り、
再び廃油吸収材料として使用することができる。
【００４９】また、一方の電解用材料５０を、その材料
本体５０－１をケース５１に収納することで構成しても
よい。この場合、ケース５１は、図３、図４に示すよう
に、前、後面部５２Ａ、５２Ｂと、左、右面部５２Ｃ、
５２Ｄ及び上面部５２Ｅとを有し且つ下面が開放したケ
ース本体５２と、このケース本体５２の開放口５３を開
閉可能に閉じる蓋体５４とにより構成してあり、ケース
本体５２の前、後面部５２Ａ、５２Ｂと、左、右面部５
２Ｃ、５２Ｄ及び上面部５２Ｅにはそれぞれに複数の透
孔５５が設けてある。
【００５０】そして、一方の電解用材料５０は、その材
料本体５０－１をケース５１に収納した状態で、酸性水
生成域５内の水中に放置されると、水道水４０は、ケー
ス５１の透孔５５を介して内部の非金属鉱物（化石土

類）からなる材料本体５０－１に接触する。そして、水
道水４０に非金属鉱物からイオン物質が溶出して、水道
水４０が電解質溶液（電解液）になる。
【００５１】そして、電解用材料５０を酸性水生成域５
内の水中から引上げ、ケース５１のまま乾燥させること
により、電解用材料５０の無数の微細な孔から水が放出
されて、無数の微細な孔や堆積層間の空隙がそのまま残
り、この電解用材料５０の含水率は４０％（その体積の
４０％）程度になって、高い吸湿性及び吸臭性を保有す
るようになる。
【００５２】したがって、乾燥した電解用材料５０をケ
ース５１に収納した状態で、吸湿剤、吸臭剤等に使用す
ることができる。例えば、部屋の押入れ、タンス等に配
置して、吸湿及び吸臭を行う。また、冷蔵庫等に入れて
吸臭に使用する。
【００５３】吸湿もしくは吸臭を終えた電解用材料５０
を再度の乾燥により再使用状態にして、吸湿剤、吸臭剤
として再使用することができる。
【００５４】また、電解用材料５０を、ケース５１に収
納した状態で、酸性水生成域５内の水中から引上げて、
このケース５１の蓋体５４を外して、内部の電解用材料
５０をケース５１から取り出し、この電解用材料５０を
乾燥させることにより、この電解用材料５０を油、例え
ば、調理（テンプラ）処理後の廃油の吸収材料として使
用する。
【００５５】廃油を吸収した電解用材料５０を、燃焼炉
等で燃焼させると、この電解用材料５０が吸収した廃油
分のみが燃焼して、電解用材料５０は、そのまま残り、
再び廃油吸収材料として使用することができる。
【００５６】なお、上記した実施の形態では、一方の電
解用材料５０としての材料本体５０－１を長方形状の立
方体にしたが、球体、多角立方体等の形状にしてもよ
い。また、化石土類として、珪藻の化石の堆積土が固化
したものや、藍藻の化石の堆積土が固化したものを用い
たが、これに限らず、藻の化石の堆積土が固化したもの
であればよい。
【００５７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る酸性
水及びアルカリ水の生成に用いる電解用材料によれば、
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電解用材料を、そのまま乾燥させることにより、電解用
材料の無数の微細な孔から水が放出されて、無数の微細
な孔や堆積層間の空隙がそのまま残り、この電解用材料
の含水率は高くなって、高い吸湿性及び吸臭性を保有す
るようになる。
【００５８】したがって、乾燥した電解用材料を、吸湿
剤、吸臭剤等に使用することができる。例えば、部屋の
押入れ、タンス等に配置して、吸湿及び吸臭を行う。ま
た、冷蔵庫等に入れて吸臭に使用する。
【００５９】また、吸湿もしくは吸臭を終えた電解用材
料を再度の乾燥により再使用状態にして、吸湿剤、吸臭
剤として再使用することができる。
【００６０】また、電解用材料を乾燥させることによ
り、この電解用材料を油、例えば、調理（テンプラ）処
理後の廃油の吸収材料として使用することができる。
【００６１】廃油を吸収した電解用材料を、燃焼炉等で
燃焼させると、この電解用材料が吸収した廃油分のみが
燃焼して、電解用材料は、そのまま残り、再び廃油吸収
材料として使用することができる。
【００６２】このように、本発明に係る酸性水及びアル
カリ水の生成に用いる電解用材料は、吸湿剤、吸臭剤及
び廃油の吸収剤等に使用することができるばかりか、乾
燥もしくは燃焼させることにより繰り返し吸湿剤、吸臭
剤及び廃油の吸収剤等に使用することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】酸性水及びアルカリ水の製造方法に使用する製
造設備の斜視図である。
【図２】本発明に係る酸性水及びアルカリ水の生成に用
いる電解用材料の斜視図である。
【図３】同電解用材料のケースに収容した状態の斜視図
である。
【図４】同電解用材料のケースに収容する場合の分解状
態の斜視図である。

【符号の説明】
１        製造設備
２        電解槽（槽）
３        イオン交換膜（イオン交換手段）
４        仕切り壁
５        酸性水生成域
６        アルカリ水生成域
１０      水供給装置
１１      供給配管
１２      一方の分岐管
１３      他方の分岐管
１５      取出管
２０      直流電圧印加装置（電圧印加手段）
２３      リード線
２４      陽電極棒（陽極）
２５      リード線
２６      陰電極棒（陰極）
２７－１  バルブ
２７－２  バルブ
２７－３  バルブ
５０      電解用材料
５０－１  材料本体
５１      ケース
５２      ケース本体
５２Ａ    前面部
５２Ｂ    後面部
５２Ｃ    左面部
５２Ｄ    右面部
５２Ｅ    上面部
５３      開放口
５４      蓋体
５５      透孔
６０      珪酸塩鉱物（凝灰岩）

【図２】 【図３】
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【図１】

【図４】
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